
 

議案第１０４号 

さいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

さいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例を次

のように定める。 

平成２２年６月２日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人 

さいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例 

さいたま市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（平成１３年さいたま市条

例第２９号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

  改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

  改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

  改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

（育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外
勤務の制限） 

（育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外
勤務の制限） 

第９条 ［略］ 第９条 ［略］ 
２ 任命権者は、３歳に満たない子のある職員が、
規則で定めるところにより、当該子を養育するた
めに請求した場合には、当該請求をした職員の業
務を処理するための措置を講ずることが著しく困
難であるときを除き、前条第２項に規定する勤務
（災害その他避けることのできない事由に基づく
臨時の勤務を除く。次項において同じ。）をさせ
てはならない。 

 

３ 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの
子のある職員が、規則で定めるところにより、当
該子を養育するために請求した場合には、当該請
求をした職員の業務を処理するための措置を講ず
ることが著しく困難であるときを除き、１月につ
き２４時間、１年につき１５０時間を超えて、前
条第２項に規定する勤務をさせてはならない。 

２ 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの 
子のある職員（職員の配偶者で当該子の親である 
ものが、常態として当該子を養育することができ 
るものとして規則で定める者に該当する場合にお 
ける当該職員を除く。以下この項において同じ。 
）が、規則で定めるところにより、当該子を養育 
するために請求した場合には、当該請求をした職 
員の業務を処理するための措置を講ずることが著 
しく困難であるときを除き、１月につき２４時間、
１年につき１５０時間を超えて、前条第２項に規 



 

定する勤務（災害その他避けることのできない事 
由に基づく臨時の勤務を除く。）をさせてはなら 
ない。 

４ 第１項及び前項の規定は、第１６条第１項に規
定する日常生活を営むのに支障がある者（以下こ
の項において「要介護者」という。）を介護する
職員について準用する。この場合において、第１
項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある
職員（職員の配偶者で当該子の親であるものが、
深夜（午後１０時から翌日の午前５時までの間を
いう。以下この項において同じ。）において常態
として当該子を養育することができるものとして
規則で定める者に該当する場合における当該職員
を除く。）が、規則で定めるところにより、当該
子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、
規則で定めるところにより、当該要介護者を介護
」と、「深夜における」とあるのは「深夜（午後
１０時から翌日の午前５時までの間をいう。）に
おける」と、前項中「小学校就学の始期に達する
までの子のある職員が、規則で定めるところによ
り、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある
職員が、規則で定めるところにより、当該要介護
者を介護」と読み替えるものとする。 

３ 前２項の規定は、第１６条第１項に規定する日
常生活を営むのに支障がある者（以下この項にお
いて「要介護者」という。）を介護する職員につ
いて準用する。この場合において、第１項中「小
学校就学の始期に達するまでの子のある職員（職
員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜（午
後１０時から翌日の午前５時までの間をいう。以
下この項において同じ。）において常態として当
該子を養育することができるものとして規則で定
める者に該当する場合における当該職員を除く。
）が、規則で定めるところにより、当該子を養育
」とあるのは「要介護者のある職員が、規則で定
めるところにより、当該要介護者を介護」と、「
深夜における」とあるのは「深夜（午後１０時か
ら翌日の午前５時までの間をいう。）における」
と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子
のある職員（職員の配偶者で当該子の親であるも
のが、常態として当該子を養育することができる
ものとして規則で定める者に該当する場合におけ
る当該職員を除く。以下この項において同じ。）
が、規則で定めるところにより、当該子を養育」
とあるのは「要介護者のある職員が、規則で定め
るところにより、当該要介護者を介護」と読み替
えるものとする。 

  

附 則 

 この条例は、平成２２年６月３０日から施行する。 

 

 


